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議員提出第２号議案 

 

 大阪府議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例一部改正

の件 

 

 大阪府議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を

改正する条例を次のように定める。 

 

 



大
阪
府
条
例
第 

 
 

号 

大
阪
府
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
及
び
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例 

大
阪
府
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
及
び
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
大
阪
府

条
例
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示

す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

改
正
後 

改
正
前 

 
 

（
費
用
弁
償
） 

第
五
条 

（
略
） 

２ 

知
事
及
び
副
知
事
の
給
料
、
手
当
及
び
旅
費
に
関

す
る
条
例
（
昭
和
二
十
二
年
大
阪
府
条
例
第
十
八

号
）
第
七
条
の
規
定
は
、
前
項
の
費
用
弁
償
の
額

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
た
だ
し
、
内
国
旅
行
の
場

合
の
鉄
道
賃
及
び
船
賃
並
び
に
外
国
旅
行
の
場
合

の
船
賃
及
び
航
空
賃
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

３ 

外
国
旅
行
の
場
合
の
船
賃
の
額
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
旅
客
運
賃
（
は
し
け
賃
及
び
桟
橋
賃
を
含

む
。
）
及
び
寝
台
料
金
並
び
に
こ
れ
ら
に
付
随
す
る

費
用
に
よ
る
。 

一
・
二 

（
略
） 

４ 

外
国
旅
行
の
場
合
の
航
空
賃
の
額
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
旅
客
運
賃
及
び
こ
れ
に
付
随
す
る
費
用

に
よ
る
。 

一
・
二 

（
略
） 

 

（
費
用
弁
償
） 

第
五
条 

（
略
） 

２ 

知
事
及
び
副
知
事
の
給
料
、
手
当
及
び
旅
費
に
関

す
る
条
例
（
昭
和
二
十
二
年
大
阪
府
条
例
第
十
八

号
）
第
七
条
の
規
定
は
、
前
項
の
費
用
弁
償
の
額

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
た
だ
し
、
内
国
旅
行
の
場

合
の
鉄
道
賃
及
び
船
賃
並
び
に
外
国
旅
行
の
場
合

の
船
賃
、
航
空
賃
及
び
日
当
に
関
す
る
規
定
に
つ

い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

３ 
外
国
旅
行
の
場
合
の
船
賃
の
額
は
、
次
の
各
号
に

規
定
す
る
旅
客
運
賃
（
は
し
け
賃
及
び
桟
橋
賃
を

含
む
。
）
及
び
寝
台
料
金
（
こ
れ
ら
の
も
の
に
対
す

る
通
行
税
を
含
む
。
）
に
よ
る
。 

一
・
二 

（
略
） 

４ 

外
国
旅
行
の
場
合
の
航
空
賃
の
額
は
、
次
の
各
号

に
規
定
す
る
旅
客
運
賃
に
よ
る
。 

 

一
・
二 

（
略
） 

５ 

外
国
旅
行
の
場
合
の
日
当
は
、
支
給
し
な
い
。 

 
 



提 案 理 由 

 

「職員の旅費に関する条例」等が改正されることに伴い、規定の

整備を行うものである。 

 


